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平成２７年度第５回常滑市教育委員会定例会会議録（概要） 

 

開  催  日 平成２７年８月２０日(木) 

開 催 場 所 常滑市役所４階第３会議室 

時     間 開会  午後１時３０分 

閉会  午後２時４６分 

出 席 委 員    委 員 長 渡 邉 十三香  委   員 渡 辺 慶太郎  

委   員 久 田 孝 寛  委   員 鬼 頭 明 美 

教 育 長 加 藤 宣 和 

出席した職員 教育部長  榊 原 直 樹   学校教育課長 山 崎 巌 生 

学校教育課付課長 榊 原 寛 二   生涯学習スポーツ課長 竹 内 龍 夫 

学校給食共同調理場長 杉 江  勝    

傍  聴  者 なし  

事 務 局 学校教育課課長補佐 伊藤 真由美    学校教育課主事 竹内裕紀 

議     案 （１）常滑市立小学校及び中学校の通学区域に関する規則の一部改

正について 

（２）平成２７年度２学期学校訪問（訪問委員の決定）について 

報     告 （１）平成２７年度常滑市表彰条例による候補者の内申について 

（２）区域外就学許可基準の一部改正について 

（３）平成２７年度知多地方中学校体育大会の結果について 

その他（諸報告） 行事連絡（８月～１０月） 

 

発言者 発言の要旨 

委員長 

 

 

 

 

教育長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成２７年度第５回教育委員会定例会を開催する。 

平成２７年度第４回教育委員会定例会会議録を各委員に諮り承認さ

れた。 

会議録署名委員に鬼頭明美委員を指名した。 

 

本日の定例会の付議事件は２つの議案と３つの報告事項を予定して

おります。よろしくお願いします。 

それでは、委員長・教育長の報告事項につきまして、前回の定例会

７月１６日以降の主なもののみ、その概略を報告させていただきます。

委員長、教育長の報告事項をご覧ください。 

７月２２日には、第３４回常滑市青少年非行防止と健全育成大会が

開催されました。渡邊委員長にご出席をいただきました。 

７月２６日には、ひるがの高原サービスエリアにて、ご家族や常滑

中学生、市内の教職員及び市職員のボランティアに参加していただき、 

下村まなみさんの捜索ティッシュ配布活動を行いました。 
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発言者 発言の要旨 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また、現地からも郡上警察、ＮＥＸＣＯ中日本、高鷲振興事務所の

方々にもご参加をいただき、総勢７６名にもなりました。キャンプ場

周辺の各ご家庭にも配布していただきました。なお、このことは、

NHK、ＣＢＣ、東海テレビや中日新聞、読売新聞、毎日新聞、共同通

信でも取り上げていただきました。７月、８月に情報をそれぞれ１件

ずつお寄せいただきましたが、残念ながら、有力な手掛かりには繋が

っておりません。 

８月３日及び８月１８日に、常滑市通学路安全推進会議を開催しま

した。これは昨年度、常滑市通学路交通安全推進会議と呼んでいたも

ので、もともとは、平成２５年に京都府、千葉県、そして、引き続き、

愛知県でも岡崎市、小牧市で起こった通学中の痛ましい交通事故を教

訓に始まった国の委託事業「実践的安全教育総合推進事業」に常滑市

が手をあげて実施しているものです。一昨年度は、常滑中学校区、昨

年度は、青海中学校区の関係者の方々に集まっていただき、通学路に

ついて協議を行っていただきました。メンバーには、県のアドバイザ

ーである大同大学工学部建築学科の嶋田喜昭教授をはじめ、知多建設

事務所、常滑警察署、本年度は鬼崎地区の区長、小中学校校長・ＰＴ

Ａ会長、子どもを守る会支部長、市からは、安全協働課、土木課、教

育委員会などが参加し、総勢２７名で構成をしております。第１回目

は、それぞれの危険個所を、第２回目は、その対策案を検討していた

だきました。次回は、１１月４日を予定しております。それまでに、

ある程度の対策案が実行できるように関係機関と調整を図ってまいり

ます。 

８月５日、８月６日の２日間、常滑東小学校児童数増加に伴うあり

方検討委員会報告書（答申）及び常滑東小学校児童増加に係る教育委

員会対応方針に関する説明会を常滑市民文化会館大ホールにて開催し

ました。第１日目は２６名、第２日目は１６名の方が参加いただきま

した。教育委員会から報告書及び教育委員会の対応案を説明をさせて

いただいた後にご意見やご質問をいただきました。主なご質問は、「平

成３０年度にも教室が不足するのではないか。計画の前倒しをする必

要があるのではないか。」「今後のアクションプランについて、また、

最終意思決定は何時、どのようにされるのか」「プレハブ校舎になった

場合、何年使用することを想定しているか」「そもそも小学校の数が足

りないのではないか」「プレハブ校舎だけエアコンを入れると学習環

境に差が出るのではないか」などのご質問をいただきましたので、そ

れぞれお答えをさせていただきました。なお、ご意見はございません

でした。 
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発言者 発言の要旨 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

委員長 

 

学校教育課長 

委員長 

学校教育課長 

委員長 

 

教育長 

 

 

 

委員長 

 

教育部長 

 

 

 

 

さて、鬼崎南小学校は８月１２日から２８日までメキシコのヌエボ

コンティネンテ校、常滑西小学校は８月３日から２１日までタイのプ

ラサーンミット小学校、西浦北小学校はオーストラリアのウィーデン

ハイツ校、小鈴谷小学校はオーストラリアのリージェンシーパーク校

へ８月１日から２２日までそれぞれ派遣団を送っております。この行

事は、TSIE つまり常滑市児童生徒国際交流推進協議会の主催で行って

おります。教育委員会も補助金を出して全面的に応援をしております。

今回、８月１７日に常滑西小学校の派遣団が訪れておりますタイの首

都バンコク中心部で爆弾テロ事件が起こりました。幸いにも、すぐに

現地のリーダーと連絡が取れ、全員の無事を確認しております。一昨

日は現地の学校が休校となりホームステイ先で過ごしたようです。ホ

ームステイ付近の街は平穏で、昨日からは学校も再開をしているとい

うメールが届いております。帰国は予定通り今週の金曜日を予定して

おります。また、オーストラリアでは、トランポリンをしており、派

遣生が足首を骨折するという事故がありました。現地のお医者さんに

見ていただき、手術については日本に帰ってからということになって

いるそうです。 

以上でご報告とさせていただきます。 

 

議案第１号、常滑市立小学校及び中学校の通学区域に関する規則の

一部改正について説明をお願いします。 

 資料に基づき説明。 

途中でも変われるということなのですね。 

在学生についても認めるということです。 

それは何年先まででも認めるのですか。それとも何年まで認めると

いう期限があるのですか。 

これはもともと常滑東小学校の子供が多くなりすぎて、校舎が不足

したことから生まれてきたことですので、将来的には飛香台の子供が

減ってきて、適正規模になってこれば、当然これも元に戻していくと

いうことになっていきます。 

そういうものは、「ある一定の期間とする」など注意書きで書かなく

ていいのですか。 

本来このようなものは、もし資料の決まりがあれば書くべきだと思

いますが、常滑東小学校の児童数がどれだけ増加するか、今、分から

ないため、期限を区切ることはできません。それで、今回は記載して

おりません。 
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発言者 発言の要旨 

委員長 

 

 

学校教育課長 

 

教育部長 

 

委員１ 

 

 

 

教育部長 

 

 

 

委員１ 

 

 

学校教育課長 

 

 

委員長 

 

委員長 

 

学校教育課長 

委員長 

 

 

 

 

 

 

 

 

委員長 

 

１０年後におそらくこの場のほとんどの人がいなくなった時、この

規則をそろそろ改正した方がよいと誰が判断するのか、見落とされて

いくのではないかということが不安に思います。 

それについては、児童数の推移を見守りながら、学校教育課で対応

していきます。 

この場でお諮りするような重要な規則の改正については、資料と議

事録が永年保存されますので大丈夫です。 

確認ですが、入学する時に選べるということと、すでに東小学校に

入学している児童であっても、次の学年から西小学校に移りたいとい

うことも認める。ただし新学期の始まりを起点にすること。そのよう

な縛りでよろしいでしょうか。 

規則を改正させていただきましたが、実際の手続きにおいては、申

請書等で現在の学校の校長と協議し、面談の上、申請があったからす

ぐ許可するのではなく、十分学校間でも状況を把握し相談しながら、

事務手続きをする予定です。 

この議案とは直接関係はありませんが、検討委員会の議論の中で、

この要望と抱き合わせる形で、ピアゴの前の交差点の歩道橋の要望が

ありましたが、その後の検討の進捗状況はいかがでしょうか。 

今、要望書を作りまして、出す準備を進めております。提出先は、

愛知県の知多建設事務所になります。事前にはお伝えしておりますが、

近々出す予定です。 

ご異議がなければ可決いたします。 

 

議案第２号、平成２７年度２学期学校訪問（訪問委員の決定）につ

いて説明をお願いします。 

資料に基づき説明。 

９月１５日（火）鬼崎北小学校は渡邉十三香委員長、久田委員、９

月２９日（火）青海こども園は渡邉十三香委員長、９月３０日（水）

常滑幼稚園は鬼頭委員、１０月２日（金）西浦北小学校は渡辺慶太郎

委員、１０月１３日（火）常滑東小学校は久田孝寛委員、１０月２３

日（金）青海中学校は、渡辺慶太郎委員、鬼頭委員、１０月３０日（金）

鬼崎南小学校は渡邉十三香委員長、１１月５日（木）三和小学校は久

田委員、鬼頭委員、１１月１３日（金）常滑中学校は渡辺慶太郎委員

に決定します。                                    

 

報告第１号、平成２７年度常滑市表彰条例による候補者の内申につ

いて説明をお願いします。 
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発言者 発言の趣旨 

学校教育課長 

委員長 

 

学校教育課長 

 

教育長 

 

 

 

 

 

 

 

委員長 

 

学校教育課長 

委員２ 

 

教育部長 

 

委員３ 

学校教育課長 

委員１ 

 

 

 

教育長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料に基づき説明。 

５ページの一般表彰第１１号「市のため多額の私財を寄付した者」

の石田財団様から寄付のあった鈴渓資料室はもう完成したのですか。 

現在作業中で、９月末に完成する予定です。１０月１６日に１３時

３０分から落成式を行う予定をしております。 

実は今回の寄付については、鈴渓義塾の塾生石田退三氏のご子孫で

ある石田財団の石田泰正氏が小鈴谷小学校を視察された折に、鈴渓資

料室を見ていただきました。資料室の維持についてご相談したところ、

賛同していただき今回２５０万円のご寄付をいただきました。またこ

のお話を、同じく鈴渓義塾に縁のあるソニーの創始者盛田昭夫氏の娘

さんである岡田直子様にしたところ、盛田昭夫氏の奥様である盛田良

子様から１００万円の寄付をいただきました。 

 

報告第２号、区域外就学許可基準の一部改正について説明をお願い

します。 

資料に基づき説明。 

部活動等学校独自の活動で、学区外の中学校に通学する場合、どの

ような方法で通学されるのですか。 

基本的には、区域外就学は保護者の責任の下、許可するため、保護

者による送迎になると思います。 

今までにもこのような希望はあったのですか。 

これまではなかったと思います。 

第１号議案にありました通学区域特定地域選択制と区域外就学許可

基準の違いを説明していただけますか。また、ここにある特別指定学

区というのは、檜原の鍋山の児童が漏れなく緑丘小学校に入学すると

いうことでしょうか。 

まず区域外就学と通学区域特定地域選択制の違いについてですが、 

区域外就学というのは、保護者の都合で、指定された学区以外の学校

に通学したいという許可願を基に、学校を変更する制度です。次に、

通学区域特定地域選択制は、行政側の都合で、学区を変わっていただ

くもので、学年の途中で転学した場合でも、学用品などは行政側で負

担するといった制度です。また、檜原の鍋山地区の特別指定学区につ

いて少し経緯をご紹介します。武豊のある会社が、社員のために住宅

の開発をしました。その地区全てが武豊だと思っていたのですが、一

部が常滑の土地でした。同じ会社の社員の子供で、同じ社宅に住んで

いるのに、その一部の社員の子供だけが、常滑に通学することになる

ため、会社から武豊町に何とかならないかと相談がありました。 
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発言者 発言の趣旨 

 

 

 

 

 

 

 

 

委員３ 

 

学校教育課長 

 

委員長 

 

生涯学習スポーツ課長 

 

委員長 

学校教育課長 

委員長 

 

それで、武豊町教育委員会と常滑市教育委員会で協議し、武豊町で

受け入れていただけることになりました。ところが、近年、緑丘小学

校の児童数が増加し、武豊町民でさえ入学できず、他の地区の学校に

転学してもらわなくてはならない状況になってきました。その中で、

常滑市民が通学しているのは、武豊町教育委員会も説明できないとい

うことと、鍋山地区の児童数も落ち着いてきたため、本来の校区に戻

してもらえないかと武豊町から話があり、状況を見ながら平成２６年

３月３１日をもって満了とすることになったという経緯です。 

実際この制度が平成２６年３月３１日をもって満了となり、鍋山地

区で常滑市の小中学校の通学される児童生徒はいないのでしょうか。 

 今現在、１３人みえます。 

 

報告第３号、平成２７年知多地方中学校体育大会の結果について 

説明をお願いします。          

資料に基づき説明。 

 

その他の行事連絡（８月～１０月）報告をお願いします。 

資料に基づき報告。 

他になければ、これをもって平成２７年度第５回教育委員会定例 

会を閉会します。 

 

 


